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H30 新潟市子ども・子育て支援に関するニーズ調査の概要 

１．調査目的 

子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に基づき、平成 31 年度からの新たな 5 年

間を計画期間とする第 2期子ども・子育て支援事業計画を策定する。 

本調査はこの計画で確保を図るべき幼児期の教育・保育や、放課後児童クラブや地域子育て

支援センタ―等の地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を算出するとともに、子ども

や保護者をとりまく子育てに関する課題を抽出するため、子育て支援に関する現在の利用状況

や今後の利用希望の把握を目的に実施するもの。 

＜計画における「量の見込み」のポイント＞ 

・計画には「量の見込み」と「確保の方策」、その「実施時期」の記載が必要 

・「量の見込み」は、「現在の利用状況」＋「今後の利用希望」を踏まえて設定 

⇒この利用状況・利用希望や、その他課題を把握するため、ニーズ調査を実施 

２．調査内容 

＜調査方法＞ 

・アンケート票の郵送送付、郵送回収 

・無記名回答（対象は住民基本台帳より層化無作為抽出） 

＜調査期間＞ 

・平成 30年 12 月７日～12 月 31 日 ※当初 21日までとしていた期限を延期 

＜アンケート票の種類＞ 

調査票 配布数 回答者 設問設計 

１ 就学前児童調査 4,400 票 0～5 歳保護者 国指定項目 31、市独自項目 26  

２ 小学生調査 4.400 票 6～11 歳保護者 国指定項目 15、市独自項目 26 

＜調査の実施趣旨等＞ 

調査票 実施根拠 実施趣旨 

１ 就学前児童調査 
子ども・子育て支援法

義務
※ニーズ量調査 ・ 実態把握

２ 小学生調査 任意

※ ニーズ量調査：国の『手引き』に基づき、「量の見込み」（ニーズ）を算定。 
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＜「量の見込み」の対象となる主な事業＞ 「就学前児童調査」では全て対象 

幼児期の教育・保育 地域子ども・子育て支援事業 

①幼稚園 ②認可保育所

③認定こども園 ④地域型保育

①利用者支援事業 ②地域子育て支援拠点事業

③妊婦健康診査 ④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 ⑥子育て短期支援事業 

⑦子育て援助活動支援事業 ⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 ⑩病児保育事業 

⑪放課後児童健全育成事業 ⇐ 小学生調査の対象 

※ 地域型保育：小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育が含まれる 

３．回収結果 

各種調査の回収結果は次のとおり。

＜アンケート票の種類＞ 

調査票 配布数 回収数 回収率 

１ 就学前児童調査 4,400 票 2,016 票 45.8％

２ 小学生調査 4.400 票 1,740 票 39.5％

４．集計結果 

各種調査の集計結果は下記のとおり（速報値）。なお今後、報告書の取りまとめ、及び「量

の見込み」の算出を行う予定。

〔集計速報〕 

・資料２   H30 ニーズ調査結果一覧（就学前児童・小学生） 

〔単純集計表〕 

・資料３－１ クロス集計表（就学前児童保護者） 

・資料３－２ クロス集計表（小学生保護者） 


